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池田ダム貯水池における油の流出事故について（続報）

概要：

平成２３年１月１４日午前に、池田ダム貯水池において確認された油の流出

に関して、原因等が特定でき、処理が完了いたしましたので、以下のとおり情

報提供いたします。

１.流出原因：１月１３日１６時３０分頃、三好市内の事業所が、一級河川吉野

川水系吉野川に軽油約１００リットルを流出させた。

２.対策の完了：１月２６日午前中、油の回収を終わったこと、流出地点の清掃

等を完了したことから、オイルフェンス及びオイルマットなど

の応急対策施設を撤去した。

３.原因者に対する措置は次のとおり。

・国土交通省吉野川ダム統合管理事務所

１月２６日、河川法第２９条の規定（流水の清潔の保持）に基づき再発

防止策並びに誓約書の提出を原因者に求めた （文書による行政指導）。
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